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様々な土砂災害と対策

被災

【対策例】

福岡県北九州市で発生した
がけ崩れ

（H30.7 死者2名）

大分県日田市で発生した
地すべり

（H29.7 人家損壊7戸）

広島県熊野町で発生した土石流
（H30.7 死者8名）

＜地すべりの動きを

止める施設の整備＞

＜がけ崩れを防止

する法枠工の整備＞

土石流 地すべり がけ崩れ

山腹や渓床を構成する
土砂石礫の一部が長雨
や集中豪雨などによって
水と一体となり、一気に下
流へ押し流される現象

【対策例】 【対策例】

斜面の土塊が地下水な
どの影響によりすべり面
に沿ってゆっくりと斜面下
方へ移動する現象

雨や地震などの影響により、
土の抵抗力が弱まり、急に
斜面が崩れ落ちる現象

＜土石流を捕捉する

砂防堰堤の整備＞

○近年、気候変動の影響もあり、上流からの流出土砂

が中下流で堆積し河床を上昇させることにより、土砂

と洪水が相まって氾濫する「土砂・洪水氾濫」の被害

が顕在化

【土砂・洪水氾濫対策】イメージ【土砂・洪水氾濫対策】イメージ

【対策例】遊砂地

上田南川（山口県）

五福谷川
ご ふ く や が わ

土砂・洪水氾濫対策
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土砂災害発生件数の推移（昭和57年から令和５年）

■令和５年１月から12月の１年間に発生した土砂災害は1,471件であった。土砂災害は43道府県で発生した。
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がけ崩れ 地すべり
土石流等 土石流10年
地すべり10年 がけ10年土砂災害発生件数の推移

土砂災害１件あたりの死者・行方不明者数【全国1300地点】1時間降水量50mm以上の年間発生回数

1件あたりの人的被害が
横ばい～増加傾向

災害区分別の死者・行方不明者数

※土砂災害発生件数、死者・行方不明者は国土交通省砂防部調べ、整理対象は1982年から2022年

○ 近４０年では、豪雨の増加に同調するように、土砂災害の発生件数は増加傾向が見られる。
○ 土砂災害１件あたりの人的被害は、最も少ない時期と比べると増加した状況が続いている。また、

土石流等による人的被害の増加傾向が顕著となっている。

約1.3倍
243回

約30年間で

少ない時期
から見ると約２倍

気象庁公表データを用いて砂防部作成

土石流による
人的被害が
増加傾向

土石流等
地すべり
がけ崩れ

土石流等10年移動平均
地すべり10年移動平均
がけ崩れ10年移動平均

土石流等
地すべり
がけ崩れ
計（10年移動平均）

発生回数 10年移動平均

1時
間
降
水
量
50
m
m以

上
の
年
間
発
生
回
数

1982～1991年

897回

大雨

土砂災害
約1.6倍

1,446回

328回

2013～2022年

1件あたりの死者・行方不明者
合計（10年移動平均）
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害
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近４０年における豪雨と土砂災害の傾向



高規格道路

鉄道

国道

〇 近年の気候変動などの影響に伴う自然災害の激甚化により、土砂・洪水氾濫等の広域・大規模な土砂
災害及び同時多発する局所的な土砂災害が頻発。

〇 住民の生命だけでなく、インフラ施設の被災により、地域の社会・経済活動に大きな影響。
〇 市街地に土砂が広く堆積することで救助活動や復旧作業の妨げ。

最近の土砂災害の特徴

土石流の流下方向

浄水場

平成30年7月豪雨 浄水場の被災状況
（愛媛県宇和島市吉田町、影響約6,500戸（約15,000人））

○国道31号の被災状況
7/6-11の通行止め、約12万台・日に影響

平成30年7月豪雨 JR線、国道等の被災状況
（広島県坂町）

○JR呉線の被災状況
坂駅-広駅間で約173万人・日に影響

令和４年８月豪雨 土砂・洪水氾濫及び流木流出による住宅地
の被災状況（新潟県村上市）

五福谷川

ご ふ く や か わ

令和元年台風19号 土砂・洪水氾濫による被害状況
（宮城県丸森町）
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令和６年能登半島地震による土砂災害対応状況

①

②

③

④

河道閉塞等発生箇所
（寺地川、鈴屋川、金蔵川（田長川））

河道閉塞等発生箇所
（山田川）

河道閉塞等発生箇所
（河原田川、紅葉川（猿谷））

※令和６年７月３０日１３時３０分時点

○河道閉塞等が発生した箇所では、今後の降雨により二次災害が発生するおそれが高いため、国による緊急的な土砂災害対策等を推進。

○河道閉塞発生箇所では、応急対策として仮設ブロック堰堤等を整備するとともに、降雨による避難指示発令基準を箇所ごとに設定し、一定以上の降

雨が見込まれる際に気象台から石川県・輪島市へアラートメールを送付する体制を構築する等、県・市・気象庁と連携して警戒避難体制を強化。

○国道２４９号沿岸部の地すべり発生箇所では、道路復旧工事と連携して国による緊急的な土砂災害対策を推進し、大型土のう設置等の応急対策を

実施するとともに、地すべりの変位観測値や土砂災害警戒情報による避難指示発令基準を地区ごとに設定。

○上記以外で地すべり及びがけ崩れが発生し、二次災害が発生するおそれが高い箇所（２６箇所）では、石川県・新潟県による緊急的な土砂災害対策

を実施し、一部箇所では応急的な対策が完了。

監視カメラの設置
（輪島市市ノ瀬町）

市役所への監視カメラ映像の提供
（石川県輪島市役所）

調査・監視体制の構築

土砂災害専門家による現地調査

石川県への調査結果報告

TEC-FORCEによるドローン調査

土砂災害発生件数

４５６件
【被害状況】

人的被害：死者 ：36名
行方不明者：3名
負傷者 ：3名

人家被害：全壊 ：95戸
半壊 ：53戸
一部損壊 ：55戸

石川県４２４件
新潟県 １８件
富山県 １４件

※県から土砂災害として報告された数

※これは速報値であり、今後数値等が変わる可能性があります。

：国による主な対応箇所

河原田川
（河道閉塞対策）

町野川
（河道閉塞対策）

わじまし まちのまち

②石川県輪島市町野町
発災時

わじまし いちのせまち

①石川県輪島市市ノ瀬町

湛水池
発災時

応急対策状況

ブロック堰堤設置完了

応急対策状況

仮排水路
設置完了
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応急対策状況

大型土のう設置完了

千谷川

すずし しみずまち

④石川県珠洲市清水町

発災時

応急対策状況

大型土のう設置完了
国道249号

すずし にえまち

③石川県珠洲市仁江町

国道249号
権限代行復旧区間

道路



○ 気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえて、河川管理者等が主体となって国・都道府県・市町村・住民等のあら
ゆる関係者が協働して水災害を防ぎ、被害を減少させる「流域治水」が強力に進められている。

○ 砂防事業では、ハード対策によって災害リスクを低減する取り組みとして、林野事業と連携した「流域流木対策」や「土
砂・洪水氾濫対策」を実施するとともに、ソフト対策を組み合わせることによって、被災リスクを回避する取り組みとして、
まちづくり部局と連携した居住誘導等の「防災まちづくり」や「警戒避難体制の整備」等を重点的に実施。

①「土砂・洪水氾濫対策」の推進

土砂や流木を効果的に
保続できる施設整備

土砂と河川水が相まって氾濫する土砂・
洪水氾濫等による被害が頻発していること
を踏まえ、土砂や流木を効果的に捕捉でき
る施設整備を実施。

斜面対策や地域住民とも連携した
良好な樹林整備を実施。

砂防インフラツーリズムの推進によ
り、防災意識の啓発を実施。

裸地斜面等における
植栽の実施

④「防災意識の啓発」・「グリーンインフラ整備」の推進

③「土砂災害リスクを踏まえた
防災まちづくり」の推進

居住の集約と重点的対策の実施 警戒避難体制の整備支援

防災まちづくり（安全な場所への居住の集約）や、ハザー
ドマップの作成・周知、避難訓練、警戒避難体制の整備
に対する支援を実施。

居住誘導区域

地域生活拠点等

行政が主体の流域治水地域と行政が連携した流域治水

土砂・洪水氾濫の高リスク
エリアを抽出を支援

土砂・洪水氾濫の
高リスク流域
土砂洪水氾濫域

②「流域流木対策」の推進
～林野事業との連携～

砂防事業による捕捉イメージ

流域全体の流木被害を防止・軽減するため、林野事業
と砂防事業が連携して対策を実施。

治山事業による森林整備状況

 まちづくり連携砂防等事業を拡充し、まちづくり計画に
砂防施設による保全が位置付けられている居住誘導
区域等における重点的な砂防関係施設の整備により、
防災まちづくりを促進（R5年度）

 大規模特定砂防等事業を拡充し、土
砂・洪水氾濫リスクを踏まえた施設配置
に基づく、対策を促進（R2年度）

大規模特定砂防等事業を拡充し、林野部局と連携して
流木発生の抑制や流木の捕捉・処理に係る総合的な
計画を策定、効率的・効果的な流木対策を促進（R4年
度）

砂防インフラツーリズム
の推進

ダイナミックSABOプロジェクトの
推進（R4年度）

流域治水型砂防事業の展開
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人家や道路・鉄道等の重要なネットワークインフラ等の立地状況や将来のまちづ
くり計画等を踏まえ、下流の市街地に対し、効率的な施設配置計画を策定。

併せて、上流域の土砂災害警戒区域（土石流）は保全対象の規模等を踏まえて
防災まちづくりと連携した対策を推進。

○ 全国における土砂・洪水氾濫リスクの高い流域を早期に明らかにし、迅速かつ効率的な事前防災としての
土砂・洪水氾濫対策を加速化させるため、都道府県における対象流域の抽出に係る支援の時限措置化や、
土砂・洪水氾濫と同時に流出する流木の対策計画策定についての支援の拡充を行う。

R6拡充事項

高リスク流域の抽出 施設配置計画の見直し従来の施設配置計画

想定氾濫域

【事前防災としての土砂・洪水氾濫対策のイメージ】

②-1 土砂・洪水氾濫対策計画
【現行】令和元年度より

②-2 土砂・洪水氾濫時に
流出する流木の対策計画【拡充】

※高リスク流域の早期抽出
を促進するとともに、流木
対策計画を含む一連の

対策計画策定を一体的
に支援

①土砂・洪水氾濫のリスク
の高い流域の抽出
【令和８年度まで】

③土砂・洪水氾濫対策の実施

○防災・安全交付金（総合流域防災事業）の拡充

土砂・洪水氾濫対策の加速化
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土砂・洪水氾濫の現状

１．土砂・洪水氾濫の発生状況

 土砂・洪水氾濫は西日本だけ
ではなく、全国で確認されるよ
うになった。

土砂・洪水氾濫の発生状況

 土砂・洪水氾濫が発生すると、広範囲に土砂や流木が氾濫・
堆積することから、甚大な被害が発生し、災害後の復旧・復興
に時間を要することから、早期の対策が必要。

２．土砂・洪水氾濫による被害

堤内地から河道への
越水により決壊

五福谷橋の流木等の
集積により溢水

堤内地から河道へ
の越水により決壊

阿武隈川 阿武隈川本川

土砂・洪水氾濫イメージ



○平成29年7月九州北部豪雨により甚大な被害が生じた福岡県赤谷川流域では、国により砂防堰堤および河川護岸等を整備。
○令和5年7月10日の出水では、平成29年7月と同様に朝倉市周辺で集中豪雨となり、赤谷川流域全体で大量の土砂・流木が発
生したが、整備した砂防堰堤等により土石流・流木を捕捉し、下流の土砂・洪水氾濫被害を防止するとともに、赤谷川本川への土
砂流出を軽減し、権限代行により整備した河道で安全に流下させることで、家屋浸水被害を防いだ。

筑
後
川

位置図

福岡県

大分県

熊本県

佐賀県

事業箇所
258

0
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H29.7     R5.7

■ H29被災との家屋被害

（戸）

■H29被災との雨量比較
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1時間 3時間 6時間

H29.7 R5.7

鶴河内(つるこうち)雨量観測所（日田市）
③砂防堰堤群

砂防堰堤群にて
土石流・流木を捕捉

保全対象

①赤谷川改修（鶴園橋上流）

湾曲部を解消し、河道内で安全に流下

つるぞのばし

②乙石川遊砂地

乙石川遊砂地

乙石川

赤谷川

遊砂地にて大量の土砂を捕捉し
赤谷川本川への土砂流出を軽減

捕捉前写真

杷木IC 52

赤谷川
約8㎞

乙石川
約3㎞

大山川
約3㎞

権限代行による河川整備 約14㎞
直轄砂防による砂防堰堤整備 30基

②

④

：国で整備した砂防堰堤（30箇所）

（うち赤着色19箇所で効果を発現。約10万m3の土石流を捕捉）

①

家屋戸数は100％減少

④砂防堰堤群
R5.7.11撮影

③

全ての渓流で土石流が発生
下流の人家等に甚大な被害

H29.7災害直後

砂防堰堤群で土石流・流木を捕捉

令和５年７月の大雨における砂防関係施設の効果事例
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砂防工事現場におけるDXの推進

 国土交通省では、平成28年からＩＣＴ技術の活用等による建設現場の生産性向上を目指す
i-Constructionを推進。

 砂防工事は急峻・狭隘な遠隔地の山間部斜面や渓流内の危険な箇所での作業が多く、生産性・安全性を
向上させるＤＸの取組が特に求められている。

9

BIM/CIM活用

・複雑な地形や危険な箇所での測量・調査の省力化
・施設点検においてUAVを活用することの標準化を推進
・目視外自律飛行等の技術開発・導入を推進

Ⅲ ICT建機の活用

機械の操縦補助（丁張不要）

掘削工（ガイド付バックホウ）

マシンガイダンス画面

Ⅳ 3次元モデルによる出来高管理

・複雑な地形条件で細部の確認が容易となり設計の質の向上
・数値計算や図面作成の作業効率化
・地元住民等にCIMモデルを活用し合意形成の迅速化

・丁張りの設置・点検が不要となり安全性が向上
・操作の自動制御により高精度で容易な施工管理

・多数の変化点計測や数量算出を省力化
・完成後の地形データ等を管理段階における調査や工事の基礎データ

として活用

排水トンネルと集水井の干渉確認

インターネットサーバーによる大容量動画の共有

Ⅰ UAVの活用

Ⅱ BIM/CIMモデル・3次元モデルの活用



【参考資料】土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域

急傾斜地の崩壊
※傾斜度が３０°以上である土地が崩壊する自然現象

地滑り
※土地の一部が地下水等に起因して滑る自
然現象又はこれに伴って移動する自然現象

土石流
※山腹が崩壊して生じた土石等又は
渓流の土石等が水と一体となって流下
する自然現象

・土地の勾配２度以上 ・地滑りの長さの２倍以内 ・急傾斜地の上端から１０ｍ
・急傾斜地の下端から高さの２倍以内

急
傾
斜
地
の
高
さ
ｈ

※１ ただし２５０ｍを越える場合は２５０ｍ

※１ ※２

地すべりの
長さL

※２ ただし５０ｍを越える場合は５０ｍ

それぞれの現象毎に、計算式によって、家屋が全壊する可能性のある範囲を算定して指定する。

土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）

土砂災害警戒区域（イエローゾーン）
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【参考資料】 土砂災害防止法制定の背景と制度

急傾斜地崩壊危険箇所
24箇所

急傾斜地崩壊危険箇所
４箇所

●
●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●●

●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

①1966 （昭和４１年） ②1974 （昭和４９年） ③1986 （昭和６１年） ④1999 （平成１１年）

広島市佐伯区

背 景

平成11年6月29日、広島県で発生した集中豪雨により、
325件の土砂災害が発生し、全壊家屋65棟、死者24名の
被害が生じた。

■土砂災害を踏まえた課題
 土砂災害の危険の認識もないままに、

危険な箇所に住民が居住し被災
 また、新たな宅地開発が進むことにより

土砂災害の恐れのある箇所も年々増加

土砂災害防止法の制定による土砂災害防止対策

土砂災害の実態を踏まえ、土砂災害防止法の制定により、
土砂災害のおそれのある区域の周知
警戒避難体制の整備
住宅等の新規立地の抑制 等のソフト対策を推進

斜面崩壊の
対策を実施

斜面崩壊に
対し未対策

土砂の崩壊に対して安全な
構造を確保

土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

警戒避難体制の整備

一定の開発行為の規制 建築物の構造規制

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域
土砂災害特別警戒区域

情報伝達体制や避難に関する
事項等を市町村地域防災計画
に規定

土砂災害警戒区域等の土砂災
害のおそれのある土地を公示

土砂災害のおそれのある区域の周知

被害の状況土石流の発生

被災した地域においては、土砂災害のおそれのある斜面
まで宅地開発が拡大。

危険な箇所での居住

危険な箇所の増加

土砂災害に関する情報
（土砂災害警戒情報等）
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土砂災害発生危険基準線(CL)
（災害履歴等をもとに設定）

土壌雨量指数（長期降雨指標）

土砂災害警戒
情報発表

危険度大

実況１ 時間前

２ 時間前

３ 時間前 １ 時間後予測

２ 時間後予測

スネークライン
危険度小

60
分
間
積
算
雨
量

（短
期
降
雨
指
標
）

〇 土砂災害警戒情報は、降雨による土砂災害の危険が高まったときに市町村長の避難指示発令の判断や
住民の自主避難を支援するため、都道府県と気象庁が共同で発表している情報。
都道府県：土砂災害防止法第27条に基づき通知
気象庁：気象業務法第13条に基づき大雨注意報・警報を通知するとともに、第11条に基づいた気象

情報の１つとして発表

土砂災害警戒情報の発表基準

土砂災害警戒情報の発表基準線
（過去の土砂災害等をもとに設定）

土砂災害警戒情報のテレビでの表示例土砂災害警戒判定メッシュ情報

【参考資料】 土砂災害警戒情報
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）

時間雨量

累加雨量

土砂災害警戒情報

大雨注意報 大雨注意報大雨警報

土砂災害警戒情報 発表例
警戒レベル４
相当情報
（土砂災害）

「土砂キキクル」で確認が可能
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